
農
業
委
員
会
総
会
で

　
決
ま
っ
た
こ
と
を

　
　
お
知
ら
せ
し
ま
す

第
９
回　
令
和
６
年
２
月
27
日

第
11
回　
令
和
６
年
４
月
25
日

第
14
回　
令
和
６
年
７
月
25
日

第
15
回　
令
和
６
年
８
月
27
日

第
12
回　
令
和
６
年
５
月
27
日

第
13
回　
令
和
６
年
６
月
25
日

第
10
回　
令
和
６
年
３
月
25
日

・
令
和
６
年
１
月
16
日
な
い
し
令
和
６

　

年
２
月
５
日
に
提
出
の
あ
っ
た
合
意

　

解
約
通
知
の
成
立
状
況
の
確
認
に
つ

　

い
て　
　
　
　
　
　

  

６
件
（
可
決
）

・
農
地
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
許
可

　

申
請
に
つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

１
件
（
可
決
）

・
農
地
法
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
許
可

　

申
請
に
つ
い
て
（
農
委
許
可
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

１
件
（
可
決
）

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に
つ

　

い
て
（
所
有
権
移
転
） １
件
（
可
決
）

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に
つ

　

い
て
（
所
有
権
移
転
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

５
件
（
可
決
）

・
土
地
の
現
況
証
明
願
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

１
件
（
可
決
）

・
農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
出
に
つ
い

　

て
・
令
和
６
年
２
月
19
日
に
提
出
の
あ
っ

　

た
合
意
解
約
通
知
の
成
立
状
況
の
確

　

認
に
つ
い
て　

  　
　

１
件
（
可
決
）

・
農
地
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
許
可

　

申
請
に
つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

１
件
（
可
決
）

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に
つ

　

い
て
（
利
用
権
設
定
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

11
件
（
可
決
）

・
土
地
の
現
況
証
明
願
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

４
件
（
可
決
）

・
農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
出
に
つ
い

　

て

・
令
和
６
年
４
月
９
日
な
い
し
令
和
６

　

年
４
月
17
日
に
提
出
の
あ
っ
た
合
意

　

解
約
通
知
の
成
立
状
況
の
確
認
に
つ

　

い
て　
　
　
　
　

  　

５
件
（
可
決
）

・
農
地
法
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
許
可

　

申
請
に
つ
い
て
（
農
委
許
可
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

１
件
（
可
決
）

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に
つ

　

い
て
（
所
有
権
移
転
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

４
件
（
可
決
）

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に
つ

　

い
て
（
利
用
権
設
定
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

12
件
（
可
決
）

・
土
地
の
現
況
証
明
願
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

５
件
（
可
決
）

・
農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
出
に
つ
い

　

て
・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に
つ

　

い
て
（
所
有
権
移
転
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

３
件
（
可
決
）

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に
つ

　

い
て
（
利
用
権
設
定
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

５
件
（
可
決
）

・
土
地
の
現
況
証
明
願
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

５
件
（
可
決
）

・
農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
出
に
つ
い

　

て
・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に
つ

　

い
て
（
利
用
権
設
定
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

５
件
（
可
決
）

・
土
地
の
現
況
証
明
願
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

８
件
（
可
決
）

・
農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
出
に
つ
い

　

て

・
農
地
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
許
可

　

申
請
に
つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

１
件
（
可
決
）

・
農
地
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
許
可

　

申
請
に
つ
い
て
（
地
役
権
設
定
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

７
件
（
可
決
）

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に
つ

　

い
て
（
所
有
権
移
転
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

１
件
（
可
決
）

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に
つ

　

い
て
（
利
用
権
設
定
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

２
件
（
可
決
）

・
土
地
の
現
況
証
明
願
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

３
件
（
可
決
）

・
農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
出
に
つ
い

　

て
・
令
和
６
年
７
月
26
日
に
提
出
の
あ
っ

　

た
合
意
解
約
通
知
の
成
立
状
況
の
確

　

認
に
つ
い
て　
　
　

  

２
件
（
可
決
）

・
農
地
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
許
可

　

申
請
に
つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

１
件
（
可
決
）

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に
つ

　

い
て
（
所
有
権
移
転
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

２
件
（
可
決
）

・
土
地
の
現
況
証
明
願
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

３
件
（
可
決
）

・
農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
出
に
つ
い

　

て

農
地
は一度
耕
作
を
や
め

数
年
経
て
ば
、原
形
が

分
か
ら
な
い
ほ
ど
に

荒
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

あ っ せ ん 情 報 （令和６年８月時点）

■
貸
し
た
い

・
桜
町　
　
　

（
畑
）
１
件

・
鳴
川　
　
　

（
畑
）
１
件

・
緑
町　
　
　

（
畑
）
１
件

・
大
中
山　
　

（
畑
）
２
件

・
中
島　
　
　

（
畑
）
１
件

・
豊
田　
　
　

（
畑
）
３
件

・
鶴
野　
　
　

（
田
）
４
件　

・
上
藤
城　
　

（
田
）
１
件

　
　
　
　
　
　

（
畑
）
１
件

・
仁
山　
　
　

（
田
）
２
件

・
大
沼
町　
　

（
田
）
１
件

■
売
り
た
い

・
桜
町　
　
　

（
田
）
３
件

　
　
　
　
　
　

（
畑
）
２
件

・
鳴
川　
　
　

（
畑
）
４
件

・
緑
町　
　
　

（
田
）
５
件

　
　
　
　
　
　

（
畑
）
６
件

・
飯
田
町　
　

（
田
）
１
件

・
大
中
山　
　

（
畑
）
17
件

・
大
川　
　
　

（
畑
）
７
件

・
中
野　
　
　

（
田
）
２
件

・
中
島　
　
　

（
田
）
２
件

・
豊
田　
　
　

（
畑
）
７
件　

・
鶴
野　
　
　

（
田
）
４
件

・
上
藤
城　
　

（
畑
）
５
件

・
藤
城　
　
　

（
田
）
５
件

　
　
　
　
　
　

（
畑
）
１
件

・
峠
下　
　
　

（
畑
）
２
件

・
仁
山　
　
　

（
田
）
16
件

・
上
軍
川　
　

（
田
）
２
件

・
大
沼
町　
　

（
田
）
１
件

　
　
　
　
　
　

（
畑
）
２
件

■
借
り
た
い
　
（
田
）
２
件

　
　
　
　
　
　

（
畑
）
３
件

■
買
い
た
い
　
（
田
）
８
件

　
　
　
　
　
　

（
畑
）
２
件

　

所
有
農
地
を
耕
作
・
管
理
で
き

な
い
場
合
に
は
、あ
っ
せ
ん
申
出
や

機
構
の
活
用
等
、他
の
農
業
者
と
の

売
買
や
賃
貸
借
を
マッ
チ
ン
グ
さ
せ

る
方
法
が
あ
り
ま
す
の
で
、農
業
委

員
会
事
務
局
ま
で
ご
相
談
下
さ
い
。

　

農
地
の
売
買
・
贈
与
・
賃
貸
借
な
ど

を
す
る
場
合
に
は
、
農
地
法
第
３
条
に

基
づ
く
農
業
委
員
会
の
許
可
が
必
要
で

す
。
こ
の
許
可
を
受
け
な
い
で
し
た
行

為
は
、
無
効
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
な
お
、
農
地
の
売
買
・
賃

貸
に
つ
い
て
は
農
業
経
営
基
盤
強
化
促

進
法
に
基
づ
く
方
法
も
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
農
業
委
員
会
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※

相
対
取
引
の
場
合
、
後
々
ト
ラ
ブ
ル

　

の
基
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、

　

農
業
委
員
会
の
積
極
的
な
活
用
を
お

　

願
い
い
た
し
ま
す
。

農
地
の
売
買
・
賃
貸
借
の

場
合
に
は
、
農
業
委
員
会

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い

6つのポイント
1. 農業者なら広く加入できる
2. 積立方式・確定拠出型で安定した年金財政
3. 保険料の国庫補助あり
4. 保険料は自分で選べ、いつでも見直しがで
　 きる
5. 社会保険料控除など税制面での優遇措置
6. 終身年金（早く亡くなっても80歳までの分
　 は保証付き）

■詳しくは■
農業委員会・ＪＡ新はこだて七飯
基幹支店までどうぞ

農業者年金
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令和６年
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■　鳴川　宮田果樹園（ぶどう）　■

総会は、農業委員会が処理すべき事項を審議あるいは協議し決定する場で、通常月１回開催されます。

※日程は都合により変更となる場合があります。最新情報は農業委員会事務局（☎６５ｰ２５１９）まで
　お問い合わせください。

総会名 開　催　日 開催場所 許可申請等締切日 現況調査
第１８回

第１９回

第２０回

第２１回

第２２回

令和６年１１月２５日（月）

令和６年１２月２０日（金）

令和７年　１月２４日（金）

令和７年　２月２６日（水）

令和７年　３月２５日（火）

農業委員会会議室

〃

〃

〃

〃

１１月１１日（月）

１２月　６日（金）

　１月１０日（金）

　２月１２日（水）

　３月１１日（火）

１１月１８日（月）

１２月１３日（金）

　１月１７日（金）

　２月１９日（水）

　３月１８日（火）

農
業
委
員
会

総
会
開
催
予
定

28七飯町　農業委員会だより　令和6（2024）年 10月



農
地
転
用
等

（
農
地
法
第
４
条
・
５
条
に
基
づ
く
手
続
き
）

に
つ
い
て

◆
令
和
７
年
度
か
ら
農
地
の
売
買
・
賃

　
借
の
手
続
き
が
変
わ
り
ま
す
。

　

関
係
法
令
の
改
正
に
よ
る
地
域
計
画

の
策
定
に
伴
い
、
令
和
７
年
４
月
１
日

よ
り
、
農
地
の
売
買
・
賃
貸
借
が
農
地

中
間
管
理
機
構
（
農
業
公
社
）
が
間
に

入
っ
た
契
約
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

大
き
な
変
更
点
と
し
て
売
買
の
際
に

所
有
者
の
方
は
買
入
価
格
の
２
％
、
購

入
者
の
方
は
買
入
価
格
の
１
％
の
手
数

料
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
賃

借
に
つ
い
て
、
現
状
手
数
料
は
発
生
し

ま
せ
ん
が
、
売
買
、
賃
借
と
も
に
今
後

の
公
社
の
状
況
に
よ
り
手
数
料
の
金
額

に
変
更
が
生
じ
る
可
能
性
が
ご
ざ
い
ま

す
。

　

ま
た
、
農
地
の
売
買
に
つ
い
て
、
農

地
法
第
３
条
以
外
は
農
業
委
員
会
が
登

記
手
続
き
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
令

和
７
年
度
か
ら
は
農
業
公
社
が
手
続
き

を
行
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
売
買
に
先

立
っ
て
住
所
変
更
登
記
な
ど
が
必
要
な

場
合
は
、
事
前
に
土
地
所
有
者
が
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。
（
法
人
の
場
合
も

同
様
で
す
）

　

ま
た
、
農
地
転
用
に
つ
き
ま
し
て
も
、

地
域
計
画
の
変
更
協
議
が
必
要
と
な
る

た
め
、
現
状
よ
り
時
間
が
か
か
る
可
能

性
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

必
要
書
類
、
契
約
の
所
要
時
間
等
、

詳
細
が
分
か
り
ま
し
た
ら
改
め
て
お
知

ら
せ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
農
地
は
貴
重
な
資
源
で
す
！

　

農
業
者
の
高
齢
化
や
担
い
手
不
足
な

ど
に
よ
り
、
耕
作
さ
れ
な
い
農
地
は
今

後
も
増
え
る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

耕
作
さ
れ
な
い
農
地
（
遊
休
農
地
）

が
増
え
て
し
ま
う
と
、
病
害
虫
の
発
生

に
伴
う
周
辺
農
地
へ
の
悪
影
響
、
景
観

や
生
活
環
境
の
悪
化
な
ど
深
刻
な
問
題

に
も
繋
が
り
ま
す
。

　

農
地
所
有
者
の
方
は
、
責
任
を
持
ち

草
刈
り
な
ど
の
管
理
を
行
い
、
他
の
方

々
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
心
が
け
ま

し
ょ
う

〈
農
地
を
転
用
す
る
場
合
は
許
可
又
は
届
出
が
必
要
で
す
〉

〈
農
地
法
第
４
条
と
５
条
の
違
い
に
つ
い
て
〉
・・・・・・・

・
農
地
法
第
４
条
と
は
、
所
有
者
自

　

ら
が
転
用
す
る
場
合
で
、
農
地
転

　

用
の
許
可
申
請
は
所
有
者
が
自
ら

　

行
い
ま
す
。

・
農
地
法
第
５
条
と
は
、
所
有
者
以

　

外
の
方
が
転
用
し
て
、
所
有
者
又

　

は
賃
貸
借
権
の
権
利
を
移
転
・
設

　

定
す
る
場
合
の
こ
と
で
、
申
請
は

　

転
用
す
る
方
（
転
用
事
業
者
）
と

　

所
有
者
が
連
署
し
て
行
い
ま
す
。

※

農
地
法
第
４
条
・
第
５
条
と
も
に
、

　

行
政
書
士
の
方
へ
書
類
の
作
成
及

　

び
申
請
を
依
頼
す
る
こ
と
は
可
能

　

で
す
。 

　

耕
作
道
や
作
業
場
所
と
し
て
利
用

す
る
た
め
に
農
地
の
一
部
へ
砂
利
を

入
れ
た
り
、
農
業
用
倉
庫
や
仮
設
事

務
所
を
設
置
す
る
等
、
農
地
を
耕
作

以
外
の
目
的
で
使
用
す
る
場
合
に
は
、

事
前
に
農
業
委
員
会
の
許
可
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
土
地
改
良
目
的
の
た

め
に
農
地
へ
客
土
を
入
れ
る
場
合
に

も
事
前
に
届
出
等
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

　

許
可
を
取
ら
ず
に
違
反
転
用
し
た

場
合
、
３
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
３

０
０
万
円
以
下
（
法
人
は
１
億
円
以

下
）
の
罰
金
を
科
せ
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
罰
則
は
、
①
許
可
を
得

る
こ
と
な
く
、
農
地
を
転
用
し
た
者

や
許
可
の
条
件
に
違
反
し
て
転
用
し

た
者
（
＝
違
反
転
用
者
）
②
違
反
転

用
者
か
ら
転
用
事
業
を
請
け
負
っ
た

者
や
そ
の
下
請
け
事
業
者
が
対
象
と

な
り
ま
す
。 

〈
手
続
き
の
流
れ
〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　

農
地
転
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
申
請
を
農
業
委
員
会
総
会
で
審

議
し
た
後
に
、
道
に
諮
問
し
、
そ
の

結
果
を
踏
ま
え
て
農
業
委
員
会
で
決

定
し
ま
す
。

　

な
お
、
仮
設
事
務
所
の
設
置
等
、

農
地
以
外
の
目
的
で
農
地
を
一
時
的

に
使
用
す
る
場
合
に
も
（
一
時
転
用

の
）
許
可
が
必
要
で
す
。

※

市
街
化
区
域
内
の
農
地
を
転
用
す

　

る
場
合
に
は
、
農
地
転
用
の
許
可

　

申
請
で
は
な
く
、
事
前
に
農
業
委

　

員
会
へ
届
出
が
必
要
で
す
。

※

農
地
転
用
の
許
可
が
で
き
る
か
ど

　

う
か
は
、
事
業
内
容
や
農
地
の
場

　

所
に
よ
っ
て
も
異
な
り
ま
す
。
申

　

請
方
法
等
ご
不
明
な
点
等
ご
ざ
い

　

ま
し
た
ら
、
お
近
く
の
委
員
又
は

　

事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

　

い
。 

～暮らしと経営に活きる情報毎週金曜日にお届けします～
全国農業新聞は、農業者の公的代表機関である

農業委員会系統組織が発行する「週刊」農業総合専門誌です。
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※購読の申込み手続きなど、詳しくは農業
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遊
休
農
地
と
は

　
農
地
法
で
定
義
さ
れ
て
い
る
用

語
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
で
す
。

○
現
在
、
耕
作
目
的
で
利
用
さ
れ

　

て
お
ら
ず
、
今
後
も
利
用
さ
れ

　

る
見
込
み
が
な
い
農
地

○
農
業
上
の
利
用
が
、
そ
の
周
辺

　

地
域
の
農
地
利
用
に
比
べ
て
著

　

し
く
劣
る
と
判
断
で
き
る
農
地
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令
和
６
年
８
月
１
日
〜
２
日
、５
日
〜
６
日

町
内
一
円

　

本
年
度
も
８
月
を
パ
ト
ロ
ー
ル
月
間

に
設
定
し
、
遊
休
農
地
や
農
地
の
違
反

転
用
の
実
態
を
更
に
詳
し
く
把
握
す
る

た
め
、
農
地
の
利
用
状
況
を
確
認
し
ま

し
た
。

　

農
業
委
員
会
で
は
、
農
地
の
効
率
的

利
用
と
遊
休
化
解
消
を
図
る
た
め
、
年

一
回
農
地
の
「
利
用
状
況
調
査
」
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
調
査
で
、
遊
休

農
地
や
違
反
転
用
地
の
所
在
等
を
確
認

し
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
適
正
な
農
地
利
用
の
お
願
い

や
指
導
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

ま
た
、
利
用
状
況
調
査
の
結
果
、
耕
作

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た

農
地
の
所
有
者
に
対
し
て
は
、
「
利
用

意
向
調
査
」
を
行
い
（
文
書
で
発
送
）
、

今
後
の
利
用
意
向
に
つ
い
て
、
確
認
し

て
い
き
ま
す
の
で
、
農
地
所
有
者
皆
様

の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま

す
。 活

動
報
告

「
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
」

（
農
地
利
用
状
況
調
査
）

の
実
施
！

　

「
永
遠
の
十
七
歳
」
自
分
は
い
つ
ま

で
も
若
い
つ
も
り
で
い
ま
し
た
が
、
い

つ
の
間
に
か
五
十
歳
。
戦
国
時
代
で
あ

れ
ば
と
っ
く
に
あ
の
世
に
旅
立
っ
て
い

る
年
齢
で
す
。
時
が
経
つ
の
は
あ
っ
と

い
う
間
で
、
自
分
の
人
生
を
振
り
返
る

と
後
悔
と
反
省
の
繰
り
返
し
で
、
今
も

な
お
そ
の
渦
中
に
い
ま
す
。
毎
年
の
農

作
業
も
ト
ラ
イ
ア
ン
ド
エ
ラ
ー
の
繰
り

返
し
で
完
璧
な
年
は
い
ま
だ
か
つ
て
あ

り
ま
せ
ん
。
農
業
は
難
し
い
な
と
毎
年

感
じ
て
い
ま
す
。
た
ぶ
ん
生
涯
を
終
え

る
ま
で
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
い

く
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
そ

れ
で
い
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
だ

け
農
業
は
奥
深
く
興
味
深
い
職
業
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
は
売
り
上
げ
等
の
金

銭
面
だ
け
で
は
な
く
、
体
を
使
い
頭
を

使
い
食
料
を
作
る
と
い
う
生
物
と
し
て

の
人
間
ら
し
い
生
き
方
そ
の
も
の
だ
と

思
う
か
ら
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
農
耕
民

族
と
し
て
生
き
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

今
年
、
後
継
者
で
あ
る
次
女
の
夫
に

農
業
経
営
を
移
譲
し
ま
し
た
。
義
理
の

息
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
会
社
に
し
て

受
け
継
ぐ
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

　

昨
今
の
農
業
は
資
材
高
騰
や
年
々
上

昇
す
る
人
件
費
、
ま
た
電
気
、
水
道
、

ガ
ソ
リ
ン
な
ど
の
光
熱
費
の
値
上
げ
な

ど
、
経
費
の
圧
迫
が
経
営
を
と
て
も
厳

し
い
状
況
に
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
猛

暑
や
大
雨
、
時
に
は
乾
燥
な
ど
気
候
状

況
も
特
に
厳
し
く
な
り
、
そ
れ
で
も
娘

夫
婦
は
良
い
作
物
を
よ
り
多
く
収
穫
で

き
る
よ
う
日
々
努
力
し
て
頑
張
っ
て
お

り
ま
す
。

　

私
も
高
齢
に
な
り
体
力
も
衰
え
て
き

た
の
で
す
が
、
そ
ん
な
娘
夫
婦
の
力
に

な
る
よ
う
微
力
な
が
ら
ま
だ
ま
だ
頑
張

ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

厳
し
い
世
相
で
は
あ
り
ま
す
が
、
家

族
や
農
家
の
仲
間
た
ち
と
も
力
を
合
わ

せ
て
、
こ
れ
か
ら
の
農
業
に
立
ち
向
か

っ
て
も
ら
い
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　
耕
作
放
棄
地
・
遊
休
農
地
な
ど
で
管

理
が
放
棄
さ
れ
、
雑
草
が
繁
茂
し
て
い

る
箇
所
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
状
況
を
一
因
に
、
周
辺
環
境

へ
の
影
響
や
害
虫
の
発
生
に
よ
る
農
作

物
の
被
害
の
拡
大
、
枯
草
に
よ
る
火
災

の
発
生
等
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
個
々
が

所
有
す
る
農
地
に
つ
い
て
は
、
自
ら
の

責
任
に
お
い
て
管
理
（
除
草
）
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

周
辺
農
地
の
迷
惑
と
な
ら
な
い
よ
う
、

草
刈
り
等
の
実
施
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
近
年
、
突
発
的
な
集
中
豪
雨
な

ど
が
増
え
て
お
り
ま
す
が
、
農
地
か
ら

の
土
砂
流
出
に
よ
る
事
故
等
の
発
生
に

備
え
、
農
家
の
皆
さ
ん
は
次
の
こ
と
に

ご
留
意
願
い
ま
す
。

１　

傾
斜
の
あ
る
畑
で
は
、
横
う
ね
耕

　
　

作
や
下
側
に
素
掘
り
を
掘
る
な
ど
、

　
　

直
接
道
路
な
ど
へ
土
が
流
出
し
な

　
　

い
よ
う
努
め
ま
し
ょ
う
。

２　

道
路
境
界
近
く
ま
で
作
付
け
し
、

　
　

豪
雨
時
に
は
道
路
に
土
砂
が
流
出

　
　

し
て
い
る
畑
が
散
見
さ
れ
ま
す
の

　
　

で
、
適
正
な
管
理
に
努
め
ま
し
ょ

　
　

う
。

３　

長
い
畑
で
は
、
適
当
な
と
こ
ろ
で

　
　

水
切
り
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

４　

用
排
水
路
の
泥
上
げ
や
ゴ
ミ
等
の

　
　

取
り
除
き
に
つ
い
て
も
適
時
適
切

　
　

に
行
い
ま
し
ょ
う
。

※

管
理
責
任
等
に
過
失
や
瑕
疵
等
が
あ

　

る
と
、
賠
償
請
求
等
が
要
求
さ
れ
る

　

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
以
上
の
点
に
つ

　

い
て
十
分
留
意
の
う
え
、
適
正
な
農

　

地
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

委
員
の
声

農業委員
小澤　大栄 委員

農
に
生
き
る

推
進
委
員
の
声推進委員

後藤　宏之 推進委員

経
営
移
譲

農
地
の
保
全
管
理
に
つ
い
て

お
願
い
で
す
！
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